
〈
広
告
〉

〈
広
告
〉

八雲町本町87番地2F

る
応
募
書
等
を
提
出
）。

・
月
〜
金　

午
前
9
時
〜
午
後
5
時

【
選
考
方
法
】

　

募
集
人
数
を
上
回
っ
た
場
合

は
、
八
雲
町
教
育
委
員
会
で
選
考

し
、
決
定
し
ま
す
。

【
応
募
期
限
】
8
月
31
日（
月
）

【
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先
】

　
社
会
教
育
課
社
会
教
育
係（
公
民
館
内
）

　
1
0
1
3
7
│
63
│
3
1
3
1

　

ス
ポ
ー
ツ
推
進
委
員
は
、
ス

ポ
ー
ツ
を
通
じ
た
町
づ
く
り
を
推

進
す
る
た
め
、
教
育
委
員
会
等
が

行
う
ス
ポ
ー
ツ
行
事
等
へ
積
極
的

に
参
画
、
協
力
す
る
と
と
も
に
、

地
域
住
民
と
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
役
と
し
て
活
躍
し
て
い
ま
す
。

【
応
募
人
数
】
若
干
名

【
応
募
資
格
】

・
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
職
員

（
八
雲
町
の
職
員
で
あ
っ
た
方
を

　

含
む
）
以
外
の
方

・
八
雲
町
在
住
で
、
平
成
27
年
10

　

月
1
日
現
在
、満
20
歳
以
上
の
方

・
ス
ポ
ー
ツ
に
関
心
と
理
解
の
あ

　

る
方

・
教
育
委
員
会
等
が
主
催
す
る
ス

　

ポ
ー
ツ
行
事
に
協
力
で
き
る
方

・
年
間
3
回
程
度
開
催
さ
れ
る
会

　

議
に
出
席
で
き
る
方

　

八
雲
町
社
会
教
育
委
員
は
、
社

会
教
育
に
関
す
る
諸
計
画
を
立
案

し
、
教
育
委
員
会
に
意
見
を
述
べ

る
と
と
も
に
、
社
会
教
育
関
係
団

体
や
指
導
者
な
ど
に
対
し
て
指
導

や
助
言
な
ど
を
行
う
こ
と
が
で
き

ま
す
。
ま
た
、
八
雲
町
公
民
館
審

議
会
委
員
を
兼
ね
て
お
り
、
公
民

館
の
各
種
事
業
の
企
画
実
施
に
つ

い
て
調
査
審
議
し
ま
す
。

【
応
募
人
数
】
2
名
以
内

【
応
募
資
格
】

・
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
職
員

（
八
雲
町
の
職
員
で
あ
っ
た
方
を

　

含
む
）以
外
の
方

・
八
雲
町
在
住
で
、
平
成
27
年
10

　

月
1
日
現
在
、満
20
歳
以
上
の
方

・
社
会
教
育
に
関
心
を
持
ち
、
具

　

体
的
な
活
動
を
し
て
い
る
方

・
年
間
4
回
程
度
開
催
さ
れ
る
会

　

議
に
出
席
で
き
る
方

【
任
期
】
2
年
間

　

平
成
27
年
10
月
１
日
〜

　
　
　

平
成
29
年
9
月
30
日

【
報
酬
】
１
回
5
，
6
0
0
円

　

委
嘱
期
間
は
、
八
雲
町
公
民
館

運
営
審
議
会
委
員
を
合
わ
せ
委
嘱

【
応
募
方
法
】

 

八
雲
町
教
育
委
員
会
社
会
教
育

課
へ
電
話
に
て
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い（
申
し
込
み
後
、
別
に
定
め

八
雲
町
社
会
教
育
委
員
を

公
募
し
ま
す

【
任
期
】
2
年
間

　

平
成
27
年
10
月
1
日
〜

　

平
成
29
年
9
月
30
日

【
報
酬
】
1
回
5
，
6
0
0
円

※
ス
ポ
ー
ツ
行
事
に
協
力
さ
れ
た

　

方
に
は
、
謝
金
を
支
給
。

【
応
募
方
法
】

　

八
雲
町
教
育
委
員
会
体
育
課（
総

合
体
育
館
内
）へ
電
話
に
て
お
申

し
込
み
く
だ
さ
い（
申
し
込
み
後
、

別
に
定
め
る
応
募
書
等
を
提
出
）。

・
月
〜
金　

午
前
9
時
〜
午
後
5
時

【
選
考
方
法
】

　

募
集
人
数
を
上
回
っ
た
場
合

は
、
八
雲
町
教
育
委
員
会
で
選
考

に
よ
り
決
定
し
ま
す
。

【
応
募
期
限
】
8
月
31
日（
月
）

【
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先
】

　
体
育
課
体
育
係（
総
合
体
育
館
内
）

　
1
0
1
3
7
│
62
│
2
1
4
1

　

10
月
か
ら
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
通

知
す
る
「
通
知
カ
ー
ド
」
が
順
次

発
送
さ
れ
、
翌
年
1
月
か
ら
は
申

請
に
よ
り
顔
写
真
付
の
「
個
人
番

号
カ
ー
ド
」
の
交
付
が
始
ま
り
ま

す
。
こ
れ
ら
の
カ
ー
ド
の
初
回
交

付
手
数
料
は
、
国
が
費
用
を
負
担

す
る
た
め
無
料
で
す
が
、
各
カ
ー

ド
の
紛
失
、
破
損
な
ど
の
事
由
に

よ
り
再
交
付
す
る
際
の
手
数
料

は
、
国
の
費
用
負
担
は
な
く
、
国

が
示
す
相
当
経
費
基
準
額
と
同
額

の
手
数
料
を
負
担
い
た
だ
く
た
め

「
八
雲
町
手
数
料
徴
収
条
例
」
の

一
部
を
改
正
し
再
交
付
手
数
料
に

つ
い
て
定
め
る
も
の
で
す
。

【
改
正
案
】

・
通
知
カ
ー
ド
再
交
付
手
数
料　

　
　
　
　

5
0
0
円

・
個
人
番
号
カ
ー
ド
再
交
付
手
数
料

8
0
0
円

【
意
見
の
募
集
期
間
】

　

7
月
21
日（
火
）〜8

月
20
日（
木
）

【
資
料
の
入
手
方
法
】

①
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
の
ダ
ウ

ン
ロ
ー
ド

②
次
の
場
所
へ
の
備
付

・
住
民
生
活
課
戸
籍
住
民
係

・
熊
石
総
合
支
所
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

・
落
部
支
所

【
提
出
先
】

①
書
面
の
持
参

・
住
民
生
活
課
戸
籍
住
民
係

・
熊
石
総
合
支
所
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

・
落
部
支
所

②
書
面
の
郵
送

　

八
雲
町
役
場
住
民
生
活
課

　

戸
籍
住
民
係　

宛

③
フ
ァ
ッ
ク
ス

　

０
１
３
７
│
62
│
２
１
２
０

④
電
子
メ
ー
ル

　

jum
in@
tow
n.yakum

o.lg.jp

【
提
出
で
き
る
方
】

　

町
内
に
住
所
を
有
す
る
方

【
留
意
事
項
】

　

意
見
の
提
出
に
あ
た
っ
て
は
、

書
面
に
必
ず
、住
所
、氏
名
、電
話

番
号
を
記
載
願
い
ま
す
。
記
載
が

な
い
場
合
は
、
取
扱
で
き
ま
せ
ん

の
で
ご
留
意
願
い
ま
す
。ま
た
、電

話
で
の
受
付
も
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

＊
個
人
情
報
は
本
件
の
内
部
管
理

の
み
に
使
用
し
ま
す
。
提
出
意
見

お
よ
び
、
検
討
結
果
の
公
表
に
あ

た
っ
て
は
、
個
人
情
報
を
公
表
す

る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　
住
民
生
活
課
戸
籍
住
民
係

八
雲
町
ス
ポ
ー
ツ
推
進
委

員
を
公
募
し
ま
す

八
雲
町
手
数
料
徴
収
条
例
の

一
部
改
正（
案
）に
つ
い
て

八雲町自治基本
条例第14条の規
定に基づき、
町民皆様から
広く意見を
公募します
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